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鴻巣市シンボルマーク

こうのす

議会だより

　●は議案に対して賛成、×は反対、キは棄権、欠は欠席　※議長は採決に加わらず　※並び順は議決順です。

（平成２9年 9月定例会）提出議案とその結果提出議案とその結果
　議会では上程された議案を、それぞれが関連する４つの常任委員会（政策総務・文教福祉・まちづくり・市民環境）に付託し、
審議を重ねます。その上で、各議案に対する賛成の立場を起立によって表明します。

議案
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第44号 市道の路線の認定について 原案可決 ● ● ●

議
　
　
　
　
　
　
　
長

● ● ● ● ● ● ● キ キ キ キ ● ● ● ● × × ● ● × × ×

第4５号 鴻巣市税条例等の一部を改正する条例 原案可決 ● ● ● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●× × ● ●● ● ●

第46号 鴻巣市農業委員会の委員及び農地利用最適
化推進委員の定数を定める条例 原案可決 ● ● ● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●× × ● ●× ● ●

第47号 平成2９年度鴻巣市一般会計補正予算（第３号） 原案可決 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ● ● × キ ●

第4８号 平成2９年度鴻巣市国民健康保険事業特別会
計補正予算（第１号） 原案可決 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ●

第4９号 平成2９年度鴻巣市農業集落排水事業特別会計
補正予算（第１号） 原案可決 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５0号 平成2９年度鴻巣市介護保険特別会計補正予算
（第１号） 原案可決 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● × × ● ● ● ● ●

第５1号 平成2８年度鴻巣市一般会計決算認定について 認　　定 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ● ● × キ ●

第５2号 平成2８年度鴻巣市国民健康保険事業特別会計
決算認定について 認　　定 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ● ● × ● ●

第５3号 平成2８年度鴻巣市農業集落排水事業特別会計
決算認定について 認　　定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５4号 平成2８年度鴻巣市介護保険特別会計決算認定
について 認　　定 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ● ● × ● ●

第５５号 平成2８年度鴻巣都市計画事業北新宿第二土地
区画整理事業特別会計決算認定について 認　　定 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ●

第５6号 平成2８年度鴻巣都市計画事業広田中央特定土
地区画整理事業特別会計決算認定について 認　　定 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５7号 平成2８年度鴻巣市後期高齢者医療特別会計決
算認定について 認　　定 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ●

第５８号 平成2８年度鴻巣市水道事業会計利益の処分及
び決算認定について

原案可決 
及び認定 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５９号 平成2８年度鴻巣市下水道事業会計利益の処分
及び決算認定について

原案可決 
及び認定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

議　提 
第₄号

北朝鮮の核実験・ミサイル発射の即刻中止
を求める決議 原案可決 ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（議員提出議案第４号）　　北朝鮮の核実験・ミサイル発射の即刻中止を求める決議� （原案可決）決　議

北朝鮮の核実験・ミサイル発射の即刻中止を求める決議
　北朝鮮はこれまでも、日本海に向け幾度となく短距離ミサイルや弾道ミサイルを発射してきた。国際社会が強く自制を求
めているもとで、８月2９日、弾道ミサイルの発射を強行し、そのミサイルが我が国の上空を飛び越え太平洋上に落下すると
いう、重大かつ差し迫った段階の脅威となっている。
　また、北朝鮮は９月３日、６回目の核実験を強行した。今回の水爆は過去最大のものであり、爆発実験の推定出力はトリ
ニトロトルエン火薬換算で推定160キロトンといわれ、これは広島へ投下された原爆1５キロトンの約10倍となる。こうした
ことから、９月12日、国連安保理では更なる経済制裁を決議した。しかし、北朝鮮はこの決議を無視し、９月1５日、弾道ミ
サイルを発射した。我が国は世界で唯一の被爆国であり、このような北朝鮮の暴挙は断じて許すことはできず、厳しく抗議
するものである。
　現在の危機が引き起こされた根本は、北朝鮮が累次の国連安保理決議に違反して核兵器・ミサイル開発を進めてきたこと
にある。日本政府は北朝鮮に対し、検証可能かつ不可逆的な方法により、既存の核・弾道ミサイル計画の放棄を促すべきで
ある。我が国及び韓国は米朝間で何らかの軍事衝突が起こった場合に最大の被害を受ける国となる。日本政府は北朝鮮の核・
ミサイル問題に対し、米国、韓国をはじめ中国、ロシアなど関係国と緊密な連携を図るとともに、国際社会が一致して、北
朝鮮関連の安保理決議に基づく制裁措置を厳格かつ着実に実施し、実効性を確保しなければならない。
　我が国の平和と安全、国民の生命・財産を守るべく、政府は今後の北朝鮮の動向を含む情報収集及び分析を一層強化し、
国民に対し適時適切な情報提供を行うべきである。その上で、緊張を更に高める軍事的対応の強化ではなく、国際社会と関
係諸国が厳格な経済制裁の実施・強化に併せて、対話と圧力のもとで関係各国が連携して外交的解決を図るための努力を行
い、北朝鮮が核実験・ミサイル発射を即刻中止することを強く求める。
　以上、決議する。                                                                             平成2９年₉月26日  鴻　巣　市　議　会　


